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　　　尾張旭市介護支援専門員等研修費補助金交付要綱 

　（趣旨） 

第１条　この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則（平成９年規則第１５号）に

定めるもののほか、市が交付する介護支援専門員等研修費補助金（以下「補

助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

　（補助金の交付目的） 

第２条　この補助金は、介護施設・事業所が負担する介護支援専門員及び主任

介護支援専門員の研修受講料を支援することにより、離職防止及び定着促進

を図り、人材確保につなげることを目的とする。 

（補助対象者） 

第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次

の各号に掲げるサービス等のいずれか１つ以上を行う介護サービス事業所を

市内に有している事業者とする。 

⑴　介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８条第

１項に規定する居宅サービス 

⑵　法第８条第１４項に規定する地域密着型サービス 

⑶　法第８条第２４項に規定する居宅介護支援 

⑷　法第８条第２６項に規定する施設サービス 

⑸　法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス 

⑹　法第８条の２第１２項に規定する地域密着型介護予防サービス 

⑺　法第８条の２第１６項に規定する介護予防支援 

⑻　法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第一号訪問事業、同号ロ

に規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業 

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の

交付の対象としない。 

⑴　市税を滞納している者 

⑵　国、他の地方自治体等からこの要綱の補助金と同様の助成を受け、又は

受ける予定がある者 

　（補助対象事業） 

第４条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補

助対象者が、法に基づき介護支援専門員等の資格取得及び有効期間の更新に

必要な研修として、次の各号に掲げる研修の受講料を負担する事業とする。 

　⑴　法第６９条の２第１項に規定する介護支援専門員実務研修 

　⑵　法第６９条の７第２項に規定する介護支援専門員証の交付を受けようと

する者に対して介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下
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「施行規則」という。）第１１３条の１６の規定により行う介護支援専門

員再研修 

　⑶　法第６９条の８第２項に規定する介護支援専門員更新研修 

　⑷　法第６９条の８第２項ただし書きに規定する、現に介護支援専門員の業

務に従事している者に対し、介護支援専門員更新研修の課程に相当するも

のとして県知事が施行規則に基づき指定する研修 

　⑸　施行規則第１４０条の６８第１項第１号に規定する主任介護支援専門員

研修 

　⑹　施行規則第１４０条の６８第１項第２号に規定する主任介護支援専門員

更新研修 

（補助対象経費） 

第５条　補助対象経費は、補助対象者が負担する、従業者である介護支援専門

員及び主任介護支援専門員の資格取得又は資格更新のための研修を受講させ

るために負担した受講料とする。ただし、受講料以外の費用（テキスト代、

旅費等）は対象外とする。 

２  前項の研修は、愛知県内で実施されるものであって、修了の日が補助金の

交付を申請する年度に属するものとする。 

　（補助金の額） 

第６条　補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から、寄附金等その他の

収入額を控除して得た額に８分の３を乗じて得た額とする。ただし、算出さ

れた額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

する。 

　（交付申請） 

第７条　この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（第１号

様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴　申請額内訳書（第２号様式） 

⑵  受講予定者名簿（第３号様式） 

⑶　受講する研修の実施日及び受講料を確認できる書類 

⑷　研修を受講する者（以下「研修受講者」という。）が、市内の事業所で

勤務していることを証する書類（雇用証明書等） 

⑸　誓約書（補助金の対象となる研修を修了した者を、市内の事業所で研修

の修了後６月以上雇用することを誓約するもの） 

⑹　その他市長が必要と認める書類 

　（交付決定及び通知） 

第８条　市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と
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認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書（第４号様

式）により、通知するものとする。 

２　市長は、補助金を交付しない決定をしたときは、補助金不交付決定通知書

（第５号様式）により通知するものとする。 

　（交付の条件） 

第９条　市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助対象者に対し、

補助目的を達成するために次に掲げる条件を付するものとする。 

⑴　研修受講者は、補助事業開始時点で市内の介護施設・事業所に勤務して

おり、研修終了後も引き続き市内の介護施設・事業所において勤務する意

思があること。 

⑵　補助対象者は研修終了後、研修受講者を市内の介護施設・事業所に６月

以上継続雇用しなければならない（当該介護支援専門員の死亡等やむを得

ない理由による退職した場合を除く。）こと。 

⑶　補助対象者は、研修受講者に支払った補助金の経費について、研修受講

者から返還があった場合は、速やかに市長に報告すること。 

⑷　この要綱による補助金の対象経費とされた経費を、他の補助金等の対象

経費として計上しないこと。 

　（補助事業の変更等） 

第１０条　第８条第１項の規定により補助金交付決定通知を受けた者（以下「

補助事業者」という。）は、補助事業の変更、中止又は廃止をしようとする

ときは、直ちに補助事業変更（中止・廃止）申請書（第６号様式）に、第７

条各号に掲げる書類のうち計画変更に係るものを添えて、市長に提出しなけ

ればならない。ただし、軽微な事項の変更については、この限りでない。 

２　市長は、前項の規定による申請があったときは、補助事業の中止又は廃止

の場合を除き、その内容を審査し、適当と認めたときは、第８条第１項の規

定による決定を変更し、補助金変更交付決定通知書（第７号様式）により、

補助事業者に通知しなければならない。 

　（実績報告） 

第１１条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長が定める期限まで

に、補助事業実績報告書（第８号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に

提出しなければならない。 

　⑴　精算額内訳書（第９号様式） 

　⑵　受講者名簿（第１０号様式） 

　⑶　研修修了証の写し 

　⑷　研修の受講料の支払を証する書類の写し（補助事業者による支払である
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ことを確認できるものに限る。） 

　⑸　その他市長が必要と認める書類 

　（補助金の額の確定） 

第１２条　市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書（第１１号様式）

により通知するものとする。 

　（補助金の請求及び交付） 

第１３条　前条の規定により補助金の額の確定を受けた者は、市長に補助金交

付請求書（第１２号様式）を提出し、市長はこの請求に基づき、補助金を交

付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１４条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

　⑴　補助金を他の用途に使用したとき。 

　⑵　補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

　⑶　補助事業を中止し、又は廃止したとき。 

　⑷　虚偽の申請等をしたとき。 

２　前項の規定は、補助金の額の確定をした後においても適用する。 

　（補助金の返還） 

第１５条　市長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合に

おいて、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、

補助金の返還を命ずるものとする。 

　（委任） 

第１６条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

　　　附　則 

１　この要綱は、令和８年５月１日から施行する。 

２　この要綱は、令和１１年３月３１日までの間に見直しを行うものとする。 
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第１号様式（第７条関係） 

年　　　月　　　日　 

　尾張旭市長　殿 

 

申請者　事業所所在地 

　　　　法人名・屋号 

　　　　代表者職氏名 

　　　　担当者名 

　　　　連絡先 

 

尾張旭市介護支援専門員等研修費補助金交付申請書 

 

尾張旭市介護支援専門員等研修費補助金の交付を受けたいので、次のとおり

申請します。また、補助要件を確認するに当たり、市税の納付状況を調査すること

について承諾します。 

 

１　申請金額　　　金　　　　　　　　　円 

 

２　添付書類 

⑴　申請額内訳書（第２号様式） 

⑵　受講予定者名簿（第３号様式） 

⑶　受講する研修の実施日及び受講料を確認できる書類 

⑷　雇用証明書等の研修受講者が市内の事業所で勤務していることを証する

書類 

⑸　誓約書（補助金の対象となる研修を修了した者を市内の事業所で研修の

修了後６か月以上雇用することを誓約するもの） 
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第２号様式（第７条関係） 
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第３号（第７条関係） 
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第４号様式（第８条関係） 

 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　　様 

 

尾張旭市長　　　　　　　　　印　 

 

尾張旭市介護支援専門員等研修費補助金交付決定通知書 

 

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった尾張旭市介護支援専門員等研修費補助金

については、次のとおり交付決定しましたので通知します。 

 

１　交付決定額　 

　　金　　　　　円 

２　その他 
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第５号様式（第８条関係） 

 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　　様 

 

尾張旭市長　　　　　　　　　印　 

 

尾張旭市介護支援専門員等研修費補助金不交付決定通知書 

 

　　　年　　月　　日付けで申請のあった尾張旭市介護支援専門員等研修費補助金に

ついては、不交付とすることを決定しましたので通知します。 

 

不交付の理由 
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第６号様式（第１０条関係） 

 

年　　　月　　　日　 

 

　尾張旭市長　殿 

 

申請者　事業所所在地 

　　　　法人名・屋号 

　　　　代表者職氏名 

担当者名 

連絡先 

 

尾張旭市介護支援専門員等研修費補助事業変更（中止・廃止）申請書 

 

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付決定を受けた尾張旭市介護支

援専門員等研修費補助金について、次の理由によりこの事業を（変更・中止・廃止）

したいため申請します。 

 

１　変更後の申請金額　　　金　　　　　　　　円 

 

２　変更の理由及び内容 
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第７号様式（第１０条関係） 

 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　　様 

 

尾張旭市長　　　　　　　　　印　 

 

尾張旭市介護支援専門員等研修費補助金変更交付決定通知書 

 

　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で通知した尾張旭市介護支援専門員等研

修費補助金の交付決定を、下記のとおり変更します。 

 

記 

１　交付金額 

２　変更の内容 

 

 

 

 
既交付決定額 変更後交付決定額

 
円 円
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第８号様式（第１１条関係） 

 

年　　　月　　　日　　 

 

尾張旭市長　殿 

 

　　　　事業所所在地 

　　　　法人名・屋号 

　　　　代表者職氏名 

　　　　担当者名 

　　　　連絡先 

 

尾張旭市介護支援専門員等研修費補助事業実績報告書 

 

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付決定を受けた尾張旭市介

護支援専門員等研修費補助金について、事業が完了したので、次のとおり報告し

ます。 

 

 

 

 

事業実績及び

効果

 

 

 

 

 
補助事業の 

実施期間
　　　　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日

 
補助金額

 

添付書類

⑴　精算額内訳書（様式第９号） 

⑵　受講者名簿（様式第１０号） 

⑶　研修終了証の写し 

⑷　研修の受講料の支払いを証する書類の写し（補助事業者によ

る支払いであることを確認できるものに限る。）
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第９号様式（第１１条関係） 
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第１０号様式（第１１条関係） 
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第１１号様式（第１２条関係） 

 

　　　　　　　　　　第　　　　　　　号　 

年　　　月　　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　　様 

 

尾張旭市長　　　　　　　印　 

 

尾張旭市介護支援専門員等研修費補助金確定通知書 

 

　　　年　　月　　日付けで報告のあった尾張旭市介護支援専門員等研修費補助金に

ついては、次のとおり補助金の額を確定したので通知します。 

 

１　補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　円 

 

２　補助金交付確定額　　　　　　　　　　　　　　円 
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第１２号様式（第１３条関係） 

 

年　　月　　日　　 

尾張旭市長　殿 

 

尾張旭市介護支援専門員等研修費補助金交付請求書 

 

　尾張旭市介護支援専門員等研修費補助金交付要綱第１３条の規定により、次の

とおり請求します。 

 

 

 

請求者

事業所所在地

 
法人名・屋号

 
代表者職氏名

 
補助金 

請求金額
　　　　　　　　金　　　　　　　　　円

 
振込先

 
金融機関名 支店名

 
種別 普通・当座 口座番号

 
フリガナ

 

口座名義人


